
   振袖着用支援プロジェクト応募要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、振袖着用支援プロジェクト助成金交付要綱（以下「要綱」とい

う。）第５条に基づき、二十歳を祝う式典実行委員会（以下「実行委員会」という。）

による振袖着用支援プロジェクト（以下「プロジェクト」という。）の助成金対象者

の審査及び決定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （作文） 

第２条 要綱第４条第３項に基づく作文のテーマは「吹田市二十歳を祝う式典に振袖

を着用して参加したい私の想い」とし、８００字程度のものとする。 

 （審査委員） 

第３条 助成金の交付決定者を審査するために、審査委員を置く。 

２ 審査委員は、実行委員会の委員（以下「委員」という。）をもって充てる。 

（選考方法） 

第４条 選考は次に掲げる方法により行うものとする。 

⑴  委員は、あらかじめ委員間の協議により審査基準を定めた上で、実行委員会が

指定した者により応募者の個人が特定されないように処理を行った応募の作文

について、その審査基準により審査し、採点する。 

⑵ 点数が満点の６割以上の作文を提出した者を助成対象者とする。ただし、集計

の結果、点数が満点の６割以上の者がいない場合、委員間で協議し、満点の６割

に満たない作文を提出した者を助成対象者とすることができる。 

⑶ 助成対象者の人数が募集人数を超える場合、点数の高い者から順に選考し、同

点の者がいる場合は委員間で協議し、募集人数の対象者を選考する。 

 （募集人数） 

第５条 当該年度の募集人数は、実行委員会において定める。 

   附 則 

 この要領は、令和８年４月 30 日から施行する。 


